
地域公共交通確保維持事業に係る令和７年度運行分の 

認定申請について 
 

１ 地域公共交通計画と地域公共交通確保維持事業補助金の関係について                                      

R2.11「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正 

→地域公共交通計画の作成及び計画における補助系統等の位置付けの補助要件化 

（計画制度と補助制度の連動化）が行われた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抜粋地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット(国土交通省) 

 

２ 地域間幹線系統補助・車両購入に係る補助について                                   

 添付資料のとおり 

 

３ 補助対象者                                 

 乗合バス事業者（防長交通㈱、中国ジェイアールバス㈱） 

 

４ 補助対象となる系統                              

事業者名 運行系統 

防長交通㈱ 防府駅前～新南陽駅前～徳山駅前 

防長交通㈱ 堀～中山～防府駅前 

防長交通㈱ 堀～和字～防府駅前 

中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ㈱ 山口駅～昭和町・ゆめタウン山口～防府駅 

中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ㈱ 防府駅～ゆめタウン山口・県庁・湯田温泉通～中尾口 

中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ㈱ 防府駅～ゆめタウン山口・県庁・湯田温泉通～山口大学 

 

資料１ 





 


